
 

○
福
島
市
水
道
局
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者 

の
指
定
取
消
し
等
の
処
分
に
関
す
る
要
綱 

平
成
二
十
七
年
一
月
三
十
日 

 
 
 

 

水

道

局

要

綱

第

八

号 
 
 
 

 

改
正 

平
成
二
八
年 

三
月
三
一
日
水
道
局
要
綱
第 

六
号 

改
正 
令
和 

元
年 

九
月
十
四
日
水
道
局
要
綱
第
十
七
号 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
要
綱
は
、
福
島
市
水
道
局
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
規
程
（ 

 

平
成
十
年
水
管
規
程
第
二
号
。
以
下
「
規
程
」
と
い
う
。）
第
八
条
及
び
第 

九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
給
水
装
置
工
事
の
適
正
な
施
行
を
確
保
す
る
た 

め
、
福
島
市
水
道
局
指
定
給
水
工
事
事
業
者
（
以
下
、「
指
定
工
事
業
者
」 

と
い
う
。
）
の
指
定
取
消
し
等
に
係
る
事
務
処
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を 

定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
処
分
等
） 

第
二
条 

指
定
工
事
業
者
の
指
定
取
消
し
等
に
関
す
る
基
準
は
別
表
の
と
お
り 

と
す
る
。
な
お
、
指
定
の
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
と
き
、
又
は
当
該
違
反
行 

為
が
故
意
か
つ
悪
質
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
重
過
失
と
認
め
ら 

れ
る
と
き
は
、
指
定
を
取
消
す
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
お
い
て
付
さ
れ
た
処
分
は
、
処
分
さ
れ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し 

 

た
日
を
も
っ
て
消
滅
す
る
。 

３ 

同
時
に
二
以
上
の
違
反
行
為
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
違
反
内
容
ご
と
に 

規
定
す
る
処
分
内
容
の
う
ち
最
も
重
い
処
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

指
定
を
取
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の
が 

給
水
工
事
の
施
行
を
行
っ
た
場
合
は
、
永
久
に
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き 

な
い
。 

５ 

指
定
を
停
止
さ
れ
、
そ
の
停
止
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の
が
再 

 

度
指
定
停
止
に
該
当
す
る
違
反
行
為
を
行
っ
た
と
き
は
、
指
定
を
取
り
消
す 

 

こ
と
が
で
き
る
。 

（
違
反
行
為
の
調
査
、
報
告
等
） 

第
三
条 

給
水
課
長
は
、
指
定
工
事
業
者
が
違
反
行
為
を
行
っ
た
疑
い
が
あ
る 

と
き
は
、
そ
の
事
実
関
係
の
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

給
水
課
長
は
、
前
項
の
調
査
に
お
い
て
違
反
行
為
の
事
実
が
認
め
ら
れ
た 

 

と
き
は
、
当
該
違
反
者
に
対
し
、
直
ち
に
違
反
行
為
を
是
正
す
る
よ
う
指
導 

 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

給
水
課
長
は
、
当
該
違
反
者
か
ら
て
ん
末
書
の
提
出
を
求
め
る
と
と
も

に
、
違
反
行
為
報
告
書
（
様
式
第
一
号
）
を
作
成
す
る
。 

 

（
文
書
に
よ
る
注
意
） 

第
四
条 

給
水
課
長
は
違
反
行
為
の
内
容
を
検
討
し
、
行
政
処
分
は
要
し
な
い 

が
、
違
反
行
為
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
注
意
を
促
す
こ
と
が
必
要
と
認
め 

る
と
き
は
、
文
書
に
よ
る
注
意
（
様
式
第
二
号
）
又
は
警
告
（
様
式
第
三 



号
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
（
報
告
） 

第
五
条 
給
水
課
長
は
違
反
行
為
の
内
容
を
検
討
し
、
行
政
処
分
が
必
要
と
認 

 

め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
福
島
市
水
道
事
業
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い 

う
。
）
に
報
告
し
、
福
島
市
水
道
局
指
定
工
事
事
業
者
審
査
委
員
会
（
以
下

「
委
員
会
」
と
い
う
。）
開
催
の
要
否
に
つ
い
て
、
意
見
を
具
申
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

（
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
き
） 

第
六
条 

管
理
者
は
、
違
反
行
為
の
内
容
が
行
政
処
分
に
相
当
す
る
と
認
め
る 

 

と
き
は
、
委
員
会
の
開
催
前
に
、
当
該
処
分
の
名
あ
て
人
に
な
る
べ
き
者
に 

 

対
し
て
、
指
定
を
停
止
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
弁
明
の
機
会
を
付
与
し
、
指 

定
を
取
消
す
場
合
に
あ
っ
て
は
聴
聞
の
手
続
き
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

弁
明
の
機
会
の
付
与
に
あ
っ
て
は
、
当
該
違
反
者
に
対
し
、
弁
明
の
機
会 

 

付
与
通
知
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
る
弁
明
書
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す 

る
。 

３ 

聴
聞
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
違
反
者
に
対
し
、
聴
聞
通
知
書
（
様 

 

式
第
五
号
）
に
よ
り
、
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

聴
聞
は
給
水
課
長
が
主
宰
す
る
。 

５ 

聴
聞
を
終
結
し
た
と
き
は
、
給
水
課
長
は
速
や
か
に
聴
聞
調
書
（
様
式
第 

 

六
号
）
、
聴
聞
結
果
報
告
書
（
様
式
第
七
号
）
及
び
処
分
案
を
作
成
し
、
管 

 

理
者
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

そ
の
他
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
き
に
関
し
て
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成 

 

五
年
法
律
第
八
十
八
号
）、
福
島
市
行
政
手
続
き
条
例
（
平
成
八
年
条
例
第 

 

一
号
）
及
び
福
島
市
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
（
平
成 

八
年
規
則
第
二
十
六
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
委
員
会
に
よ
る
審
査
） 

第
七
条 

委
員
会
は
第
三
条
第
三
項
の
報
告
及
び
前
条
の
内
容
そ
の
他
必
要
と 

 

認
め
ら
れ
る
事
項
を
考
慮
し
、
処
分
等
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
。 

２ 

委
員
会
は
、
違
反
行
為
の
内
容
に
情
状
酌
量
す
べ
き
特
段
の
理
由
が
あ
る 

と
き
は
、
処
分
を
軽
減
又
は
免
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
不
利
益
処
分
の
通
知
） 

第
八
条 

管
理
者
は
不
利
益
処
分
を
決
定
し
た
と
き
は
、
被
処
分
者
に
対
し
て 

 

不
利
益
処
分
通
知
書
（
様
式
第
八
号
）
に
よ
り
、
当
該
処
分
等
の
通
知
を
行 

 

う
も
の
と
す
る
。 

２ 

管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
通
知
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
告
示 

及
び
広
報
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
処
分
の
効
果
） 

第
九
条 

指
定
の
停
止
又
は
取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
指
定
工
事
業
者
は
、
当 

 

該
処
分
期
間
中
、
本
市
水
道
事
業
の
給
水
区
域
内
に
お
い
て
新
規
に
給
水
装 

 
置
工
事
を
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
の
期
日
の
開 

 

始
の
日
前
に
お
い
て
既
に
施
行
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。 

 

（
給
水
装
置
工
事
主
任
技
術
者
に
対
す
る
措
置
） 



第
十
条 

管
理
者
は
、
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二 

 
十
五
条
の
四
に
定
め
る
給
水
装
置
工
事
主
任
技
術
者
に
、
法
に
違
反
す
る
行 

為
が
あ
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
す
る
も 

の
と
す
る
。 

 

（
そ
の
他
） 

第
十
条 

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
管
理
者
が
別 

に
定
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
八
年
水
道
局
要
綱
第
六
号
） 

 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
令
和
元
年
水
道
局
要
綱
第
十
七
号
） 

 

こ
の
要
綱
は
、
令
和
元
年
九
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の 

改
正
規
定
中
事
業
の
運
営
基
準
違
反
の
部
の
規
定
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か 

ら
施
行
す
る
。 

      

                


